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■議決の結果及び内容（詳しくは町ＨＰの会議録をご覧下さい。図書館でも閲覧可能です。）  
 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

同意第３号 教育委員会委員の任命について 27年９月４日 同　　意
 ◆教育委員会委員として、井上ツヤ氏を再任することに同意。

報告第７号 平成26年度健全化判断比率の報告について 27年９月４日 報  告  済
 ◆藤枝監査委員から、財政健全化法に基づく審査結果について、財
 政がきわめて健全な自治体であると報告。

報告第８号 平成26年度資金不足比率の報告について 27年９月４日 報  告  済
 ◆藤枝監査委員から、財政健全化法に基づく審査結果について、資
 金の不足額はなく良好であると報告。

議案第48号 松茂町個人情報保護条例の一部を改正する条例 27年９月16日 原案可決
 ◆本町の業務において、マイナンバーを含む「特定個人情報」の取
 り扱いについて、所要の改正を行う。

議案第49号 松茂町手数料条例の一部を改正する条例 27年９月16日 原案可決
 ◆マイナンバーが記載された通知カードと個人番号カードの再交付
 手数料を定める。

議案第50号 平成26年度松茂町水道特別会計未処分利益剰余金の処分 27年９月16日 原案可決
 について
 ◆平成26年度水道特別会計の未処分利益剰余金の処分について、議
 会の議決を求める。

議案第51号 平成27年度松茂町一般会計補正予算（第２号） 27年９月16日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,798万３千円
 を追加し、総額を61億8,366万４千円とする。
 　歳入では、平成26年度各種事業確定による返納金、前年度繰越金
 等の増額補正。歳出では、土木事業費等の増額補正。

議案第52号 平成27年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第１ 27年９月16日 原案可決
 号）
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,755万７千円
 を追加し、総額を19億3,771万７千円とする。
 　歳入では、前年度繰越金等の増額補正。歳出では、平成26年度精
 算による返還金等を増額補正。

議案第53号 平成27年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第２号） 27年９月16日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,110万８千円
 を追加し、総額を10億5,176万２千円とする。
 　歳入では、前年度繰越金の増額補正。歳出では、平成26年度精算
 による返還金を増額補正。

議案第54号 平成27年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 27年９月16日 原案可決
 １号）
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ367万７千円を
 追加し、総額を１億4,768万9千円とする。
 　歳入では、前年度繰越金等の増額補正。歳出では、平成26年度精
 算による返還金等を増額補正。
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 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

議案第55号 平成27年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１ 27年９月16日 原案可決
 号）
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ277万７千円を追加
 し、総額を1,469万８千円とする。
 　歳入では、前年度繰越金の増額補正。歳出では、長原渡船管理費等を
 増額補正。

議案第56号 平成27年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第１ 27年９月16日 原案可決
 号）
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ74万８千円を追加
 し、総額を１億131万円とする。
 　歳入では、前年度繰越金の増額補正。歳出では、平成26年度精算に
 よる返還金を増額補正。

議案第57号 平成27年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号） 27年９月16日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ531万９千円を追加
 し、総額を５億5,195万２千円とする。
 　歳入では、前年度繰越金等の増額補正。歳出では、平成26年度精算
 による返還金等を増額補正。

認定第１号 平成26年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定 27年９月16日 認　　定

認定第２号 平成26年度松茂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 27年９月16日 認　　定

認定第３号 平成26年度松茂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 27年９月16日 認　　定

認定第４号 平成26年度松茂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 27年９月16日 認　　定

認定第５号 平成26年度松茂町長原渡船運行特別会計歳入歳出決算認定 27年９月16日 認　　定

認定第６号 平成26年度松茂町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定 27年９月16日 認　　定

認定第７号 平成26年度松茂町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定 27年９月16日 認　　定

認定第８号 平成26年度松茂町水道特別会計決算認定 27年９月16日 認　　定

発議第８号 松茂町議会会議規則の一部を改正する規則 27年９月４日 原案可決
 ◆会議を欠席する際の届出理由として、新たに出産による場合の規定を
 追加する。

発議第９号 松茂町議会傍聴規則の一部を改正する規則 27年９月４日 原案可決
 ◆これまで傍聴席に持ち込みを禁止していた「つえ」を項目から削除
 する。

 委員会の閉会中の継続調査について 27年９月16日 原案可決
 ◆総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会運
 営委員会、広報特別委員会及び地震・津波対策特別委員会は継続調査を
 行う。
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板
東 

絹
代 

議
員

い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

は
、
今
年
十
月
か
ら
住
民
へ
の

通
知
が
始
ま
り
、
来
年
一
月
か
ら
希
望

者
を
対
象
に
顔
写
真
入
り
個
人
番
号

カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
、
利
用
が
い
よ
い

よ
本
格
化
し
て
い
く
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
行
政
の
効
率

化
を
図
る
だ
け
で
は
な
く
、
住
民
の

方
々
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
、
そ
の
利
便
性
を
高
め
て
い
か

な
け
れ
ば
、
広
く
普
及
し
て
い
か
な
い

だ
ろ
う
。
普
及
策
と
し
て
例
え
ば
住
民

票
や
課
税
証
明
書
等
、
各
種
証
明
書
が
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
用
い
て
、
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
で
、
い
つ
で
も
発
行
・
交
付

さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
住
民
の
方
々

の
利
便
性
も
向
上
す
る
だ
ろ
う
。
県
内

で
も
、
幾
つ
か
の
自
治
体
で
導
入
を
予

定
あ
る
い
は
検
討
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
町
と
し
て
も
、
コ
ン
ビ
ニ
で

各
種
証
明
書
の
発
行
・
交
付
を
行
え
る

よ
う
に
し
て
は
ど
う
か
。
ま
た
役
場
に

は
証
明
書
自
動
交
付
機
を
設
置
し
て
は

ど
う
か
。

議
員
ご
提
案
の
各
種
証
明
書
の

コ
ン
ビ
ニ
で
の
発
行
・
交
付
に

つ
い
て
は
、
来
年
度
中
に
住
基
関
係
の

証
明
書
交
付
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
準

備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
コ
ン

ビ
ニ
発
行
・
交
付
を
行
う
の
で
、
証
明

書
自
動
交
付
機
の
設
置
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
後
、
町
と

し
て
は
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
注
意

し
つ
つ
、
段
階
的
に
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
独
自
利
用
の
幅
を
広
げ
、
住
民
の
皆

様
の
利
便
性
を
高
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

藤
枝 

善
則 

議
員

現
在
、
少
子
高
齢
化
が
急
速
に

進
む
中
、
人
口
減
少
や
東
京
一

極
へ
の
過
度
な
人
口
集
中
等
へ
の
対
策

が
早
急
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
国
は

自
治
体
に
対
し
て
、
今
後
五
年
間
の
政

策
目
標
、
施
策
の
基
本
方
針
、
具
体
的

施
策
を
ま
と
め
た
「
ひ
と
・
ま
ち
・
し

ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
、
い
わ
ゆ
る
地

方
版
総
合
戦
略
の
立
案
を
今
年
度
中
に

求
め
て
い
る
。
一
方
、
町
と
し
て
は
現

在
、
今
後
十
年
間
を
対
象
に
、
町
の
進

む
べ
き
方
向
を
示
す
第
五
次
総
合
計
画

を
策
定
中
で
あ
る
。

　

こ
の
総
合
戦
略
と
総
合
計
画
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
よ
り
近
い
将
来
を
対

象
期
間
と
す
る
総
合
戦
略
を
ま
ず
立
案

し
、
そ
れ
を
受
け
、
町
の
総
合
計
画
を

立
案
す
る
の
が
普
通
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
を
質

問
す
る
。

⑴
国
は
今
年
度
中
に
地
方
版
総
合
戦
略

を
立
案
し
た
自
治
体
に
は
新
型
交
付

金
や
補
助
金
を
出
す
と
言
っ
て
い
る

が
、
町
の
総
合
戦
略
は
今
年
度
中
に

で
き
る
の
か
。
議
会
へ
の
上
程
も
、

町
の
素
案
に
対
し
て
議
会
側
が
十
分

に
議
論
で
き
る
だ
け
の
時
間
的
余
裕

が
あ
る
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
。

⑵
総
合
戦
略
立
案
に
向
け
、
総
合
計
画

策
定
の
た
め
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
や

審
議
会
審
議
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
内
容
・
人
員
構
成
の
見
直
し
を

行
い
、
よ
り
広
く
住
民
の
皆
様
の
意

見
・
希
望
を
反
映
で
き
る
体
制
づ
く

り
に
努
め
て
ほ
し
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導

入
後
の
機
能
付
加
に
つ

い
て

1

地
方
創
生
に
つ
い
て

1

　

本
年
三
回
目
の
定
例
会
が
九
月
四
日
か
ら
十
六
日
に

か
け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
日
目
に
当
た
る
八
日
に

は
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

四
人
の
質
問
者
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
関
す

る
質
問
が
出
さ
れ
、
町
の
将
来
や
教
育
、
日
常
生
活
に

関
し
て
率
直
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

議会会議録は
松茂町図書館に
配置してあります

こ
こ
が
聞
き
た
い
！

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問
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火
葬
場
利
用
の
格
差
是

正
に
つ
い
て

2

⑶
国
の
方
針
で
は
、
地
方
版
総
合
戦
略

立
案
の
際
に
は
行
政
執
行
部
と
議
会

が
両
輪
と
な
っ
て
、
こ
れ
を
推
進
し
、

議
会
で
も
十
分
審
議
す
る
こ
と
が
重

要
と
な
っ
て
い
る
。町
は
総
合
戦
略

の
立
案
・
実
施
・
検
証
の
段
階
で
、議

会
と
の
連
携
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

⑴
第
五
次
総
合
計
画
及
び
総
合

戦
略
の
素
案
は
今
年
十
二
月
に

議
会
に
上
程
し
、
議
会
側
の
ご
意
見

を
い
た
だ
い
た
後
に
調
整
を
行
い
、

来
年
二
月
に
は
策
定
が
完
了
す
る
日

程
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

⑵
町
の
第
五
次
総
合
計
画
の
た
め
行
っ

た
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
一
般
住

民
の
方
に
加
え
、
町
内
の
各
種
団
体

も
対
象
に
し
た
り
、
ま
た
質
問
項
目

も
総
合
戦
略
立
案
に
資
す
る
も
の
も

多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
後
予
定

す
る
若
い
世
代
に
向
け
た
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
、
さ
ら
に
総
合
戦
略
を
意
識

し
た
質
問
項
目
を
盛
り
込
む
予
定
で

す
。
ま
た
町
の
審
議
会
の
委
員
構
成

も
、
通
常
の
委
員
に
加
え
、
地
方
版

総
合
戦
略
立
案
に
必
要
と
さ
れ
る
分

野
か
ら
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
出
席
を
予

定
す
る
な
ど
、
よ
り
広
く
町
民
の
皆

様
の
意
見
を
反
映
で
き
る
よ
う
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

⑶
総
合
戦
略
の
立
案
の
段
階
で
は
、
先

ほ
ど
の
と
お
り
、
十
二
月
ま
で
に
素

案
の
ご
審
議
を
い
た
だ
き
、
実
施
の

段
階
で
は
各
年
度
の
予
算
特
別
委
員

会
で
の
審
議
を
い
た
だ
き
、
検
証
の

段
階
で
は
、
各
年
度
の
事
業
実
施
状

況
を
議
会
に
報
告
し
、
議
会
に
は
十

分
な
審
議
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
努

め
ま
す
。

高
齢
化
が
進
む
今
の
社
会
で
は
、

当
然
な
が
ら
高
齢
に
よ
る
死
亡

者
が
増
え
て
い
る
。
町
の
方
が
亡
く

な
っ
た
場
合
、
火
葬
場
は
徳
島
市
か
鳴

門
市
の
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

現
在
、
火
葬
場
の
予
約
も
困
難
に
な

り
つ
つ
あ
る
中
、
両
市
と
も
市
民
が
利

用
し
た
場
合
と
他
自
治
体
の
住
民
が
利

用
し
た
場
合
と
で
は
利
用
料
に
何
倍
も

差
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
格
差
を
是
正

す
る
た
め
、
町
民
の
皆
様
が
両
市
の
火

葬
場
を
利
用
す
る
際
に
、
町
が
幾
ら
か

補
助
を
し
て
は
ど
う
か
。

　

私
の
試
算
で
は
、
現
在
町
内
の
死
亡

者
が
年
間
約
百
三
十
名
、
こ
の
方
た
ち

が
両
市
の
火
葬
場
を
利
用
し
、
そ
の
全

額
を
町
が
補
助
し
た
ら
、
年
間
八
百
万

円
か
ら
九
百
万
円
程
度
に
な
る
。
今
後
、

団
塊
の
世
代
の
高
齢
化
に
伴
い
年
間
死

亡
者
数
も
増
え
る
だ
ろ
う
か
ら
、
全
額

負
担
と
ま
で
は
い
か
ず
と
も
妥
当
な
レ

ベ
ル
で
の
補
助
を
実
施
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

議
員
の
ご
指
摘
の
と
お
り
、
町

の
方
が
徳
島
市
や
鳴
門
市
の
火

葬
場
を
利
用
す
る
と
多
額
な
利
用
料
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
緩
和
す
る

た
め
に
、
今
年
度
中
に
内
容
・
支
給
方
法

を
検
討
し
、
来
年
度
か
ら
補
助
が
で
き

る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

立
井 

武
雄 

議
員

現
在
、
町
営
住
宅
は
四
カ
所
に

全
二
百
九
十
二
戸
あ
り
、
そ
の

う
ち
単
身
者
向
け
は
十
八
戸
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
で
は
余
り
に
も
単
身
者
向

け
の
戸
数
の
割
合
が
少
な
い
。
実
際
、

全
体
で
空
き
室
が
二
十
五
戸
あ
る
が
、

単
身
者
向
け
に
限
れ
ば
待
機
待
ち
と

な
っ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　

入
居
を
希
望
す
る
単
身
者
に
は
低
所

得
の
高
齢
者
が
多
い
の
が
実
情
で
、
空

き
室
を
こ
れ
ら
の
方
々
に
貸
し
出
せ
ば

い
い
の
で
は
な
い
か
。
現
行
の
入
居
基

準
の
見
直
し
の
経
緯
及
び
入
居
基
準
を

現
状
に
合
わ
せ
て
見
直
す
予
定
は
あ
る

か
。
家
屋
は
人
が
住
ま
な
い
と
傷
み
も

進
行
す
る
の
で
、
町
営
住
宅
の
有
効
活

用
の
観
点
か
ら
も
見
直
し
を
望
む
。

入
居
基
準
は
条
例
に
よ
り
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
単
身
者
向
け

は
１
Ｄ
Ｋ
の
部
屋
の
み
で
し
た
が
、
平

成
二
十
六
年
度
か
ら
、
２
Ｄ
Ｋ
も
入
居

可
能
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
単
身

者
用
戸
数
が
四
戸
増
え
ま
し
た
。

　

現
在
、
空
き
室
と
な
っ
て
い
る
の
は

主
に
３
Ｄ
Ｋ
の
部
屋
で
す
。
家
賃
は
入

居
者
の
収
入
と
部
屋
の
広
さ
に
よ
っ
て

決
ま
る
た
め
、
希
望
さ
れ
る
住
宅
に

よ
っ
て
は
、
単
身
者
向
け
住
宅
よ
り
高

く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
空
き
室

の
有
効
利
用
の
観
点
か
ら
少
し
で
も
多

く
の
方
に
入
居
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

町
営
住
宅
の
入
居
基
準

の
見
直
し
に
つ
い
て

1
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八
月
に
文
部
科
学
省
は
昨
年
度

の
学
校
基
本
調
査
の
速
報
値
を

発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
不
登
校
の

小
学
生
が
約
二
万
六
千
人
（
〇
・
三

九
％
）
、
中
学
生
が
約
九
万
七
千
人

（
二
・
七
六
％
）
だ
っ
た
。
い
ず
れ
も

前
年
度
と
比
べ
増
加
し
て
い
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
文
科
省
は
、
学
校
に
行
く

こ
と
に
対
す
る
家
庭
の
意
識
の
変
化
、

無
気
力
な
子
の
増
加
を
挙
げ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
質
問
す
る
が
、
町
の
不
登
校

生
徒
数
の
人
数
は
ど
の
ぐ
ら
い
か
。
ま

た
不
登
校
の
原
因
を
ど
う
考
え
て
い
る

か
。
対
策
は
ど
う
し
て
い
る
か
。

　

不
登
校
に
な
る
に
は
何
ら
か
の
徴
候

が
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
を
素
早
く
捉

え
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
た
ち
の
意

見
を
集
約
し
つ
つ
、
今
後
も
子
ど
も
た

ち
を
見
守
っ
て
ほ
し
い
。

町
の
小
学
生
で
不
登
校
生
徒
の

割
合
は
〇
・
一
％
、
中
学
生
で

は
二
・
三
％
と
い
ず
れ
も
全
国
平
均
を

下
回
っ
て
い
ま
す
。

　

不
登
校
の
要
因
の
所
在
が
本
人
、
学

校
、
家
庭
、
ま
た
そ
れ
ら
が
複
合
し
て

い
る
場
合
、
児
童
生
徒
自
身
も
要
因
を

自
覚
し
て
い
る
場
合
、
し
て
い
な
い
場

合
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
要
因
・
状
態
も
時
間
と
と
も
に
変

化
す
る
の
で
、
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
の

状
態
を
よ
く
把
握
し
、
根
気
強
く
対
応

す
る
こ
と
が
肝
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
や
心
の
教
室
相
談
員
、
親
と
子
の

相
談
員
を
配
置
し
、
子
ど
も
に
つ
い
て

の
悩
み
を
学
校
と
共
有
し
、
指
導
で
き

る
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
不

登
校
に
な
っ
た
場
合
、
学
校
以
外
で
の

学
習
を
希
望
す
る
児
童
生
徒
向
け
に
適

応
指
導
教
室
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
不
登
校
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

学
習
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
指
導
と

と
も
に
、
学
校
と
家
庭
が
連
携
し
て
、

子
ど
も
の
心
に
寄
り
添
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

川
田 　

修 

議
員

お
隣
の
香
川
県
で
は
、
平
成
二

十
四
年
か
ら
、
全
県
の
小
学
四

年
生
を
対
象
に
無
料
で
血
液
検
査
を

行
っ
て
い
る
。
費
用
は
半
額
、
市
町
村

が
補
助
し
て
い
る
。
こ
れ
は
将
来
、
糖

尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
に
つ
な
が
る
リ

ス
ク
を
早
期
に
見
つ
け
る
の
が
目
的
だ

と
の
こ
と
。
実
際
、
い
ろ
い
ろ
な
雑

誌
・
新
聞
の
記
事
を
総
合
す
る
と
、
小

学
四
年
生
で
は
リ
ス
ク
を
抱
え
る
児
童

が
約
一
割
、
中
学
で
は
約
二
割
、
高
校

で
は
約
四
割
と
増
加
し
、
早
期
発
見
が

い
か
に
大
切
か
が
わ
か
る
。

　

町
で
も
香
川
県
同
様
、
一
学
年
、
例
え

ば
小
学
四
年
生
だ
け
で
も
対
象
に
血
液
検

査
を
実
施
し
て
は
ど
う
か
。
仮
に
行
う
と

し
た
場
合
、
費
用
は
ど
の
程
度
に
な
る
見

込
み
か
。
ま
た
県
下
の
自
治
体
で
血
液
検

査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
か
。

議
員
ご
提
案
の
血
液
検
査
を
小

学
校
の
一
学
年
を
対
象
に
行
っ

た
場
合
の
経
費
は
、
毎
年
約
百
二
十
万

円
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
県
下
の

自
治
体
で
は
、
昨
年
四
月
時
点
で
七
つ

の
自
治
体
が
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

町
の
各
小
学
校
の
生
活
実
態
調
査
で

は
、
早
寝
早
起
き
の
習
慣
が
身
に
つ
い

て
い
な
い
子
、
野
菜
嫌
い
な
子
が
多
く
、

ま
た
、
運
動
習
慣
が
身
に
つ
い
て
い
る

子
と
つ
い
て
い
な
い
子
の
二
極
化
が
進

む
な
ど
、
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
を
受
け
、
町
で
は
生
活
習
慣
改

善
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
各
学
校
の

実
態
に
合
わ
せ
た
肥
満
や
生
活
習
慣
病

の
予
防
に
向
け
た
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
養
護
教
諭
に
よ

る
生
活
習
慣
に
関
す
る
相
談
・
指
導
の

実
施
、
全
児
童
・
保
護
者
へ
の
啓
発
、

肥
満
傾
向
に
あ
る
児
童
の
保
護
者
に
小

児
肥
満
二
次
検
診
の
呼
び
か
け
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
こ
れ
ら
事
業
の
成
果
を
見

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ご
提
案

の
血
液
検
査
に
よ
る
早
期
発
見
も
早
期

治
療
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
重
要
性

を
理
解
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
検

討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

町
内
小
中
学
校
の
不
登

校
生
の
動
向
と
対
策
に

つ
い
て

2

町
内
の
小
学
生
の
血
液
検

査
を
実
施
し
て
は
ど
う
か

1
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将
来
の
人
口
減
少
対
策

に
つ
い
て

2
⑴
町
の
将
来
の
方
向
を
定
め
る

二
つ
の
計
画
、
町
第
五
次
総
合

計
画
と
地
方
版
総
合
戦
略
に
つ
い
て

は
、
先
ほ
ど
も
同
僚
議
員
か
ら
質
問

が
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
計
画
の

関
係
性
・
整
合
性
に
つ
い
て
、
改
め

て
明
白
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
総
合
計
画
の
進
捗
管
理
は
、
い
わ

ゆ
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
で
し
っ
か

り
と
管
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

第
四
次
総
合
計
画
の
状
況
を
見
る
と
、

や
や
甘
い
の
で
は
な
い
か
と
印
象
を

持
っ
た
。
町
は
こ
の
点
、
ど
の
よ
う

に
取
り
組
む
つ
も
り
か
。

⑵
全
国
の
他
自
治
体
に
比
べ
れ
ば
、
ま

だ
緩
や
か
だ
ろ
う
が
、
町
も
確
実
に

今
後
、
人
口
減
少
に
向
か
う
。
た
だ
、

社
会
減
少
分
（
転
出
入
の
差
に
よ
る
減

少
）
に
関
し
て
は
、
町
の
魅
力
を
向
上

し
、
他
自
治
体
か
ら
転
入
を
増
や
す

た
め
の
独
自
の
施
策
を
積
極
的
に
展

開
で
き
る
と
思
う
。
以
下
の
二
つ
の

私
案
に
つ
い
て
町
の
見
解
を
求
め
る
。

①
不
動
産
業
界
と
連
携
し
、
町
内
の

空
き
家
を
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

紹
介
す
る
空
き
家
バ
ン
ク
を
創
設

し
、
就
職
・
結
婚
等
、
人
生
の
転

機
を
迎
え
た
町
外
の
方
に
積
極
的

に
あ
っ
せ
ん
す
る
。

②
町
と
深
い
関
係
に
あ
る
自
衛
官
や

警
官
の
方
の
退
職
後
の
再
就
職
先

を
、
各
組
織
が
持
つ
再
就
職
あ
っ

せ
ん
機
関
と
町
及
び
町
内
企
業
が

連
携
し
、
町
内
で
の
再
就
職
を

あ
っ
せ
ん
し
、
彼
ら
の
移
住
・
定

住
を
促
進
す
る
。

⑴
町
の
第
五
次
総
合
計
画
と
地

方
版
総
合
戦
略
の
関
係
は
、
前

者
が
後
者
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
か
ら
整
合
性
が
図
ら
れ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
数

値
目
標
を
毎
年
管
理
し
、
そ
の
事
業

の
効
果
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て

軌
道
修
正
を
行
う
な
ど
、
適
正
に
実

施
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

⑵
①
空
き
家
バ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、
県

内
自
治
体
に
お
い
て
、
主
に
過
疎

地
域
で
、
一
戸
建
て
空
き
家
が
多

い
地
域
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
本
町
の
場
合
、
空
き
家
と
し

て
共
同
住
宅
の
賃
貸
物
件
が
多
く
、

少
し
事
情
が
違
い
ま
す
の
で
、
移

住
相
談
者
に
対
し
て
は
今
後
も
必

要
に
応
じ
た
支
援
を
行
っ
て
い
く

ン
バ
ー
を
含
む
「
特
定
個
人
情
報
」
の

取
り
扱
い
が
始
ま
り
ま
す
の
で
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

主
な
改
正
点
は
、
三
点
あ
り
ま
す
。

一
点
目
は
、
現
行
の
「
個
人
情
報
」
は
、

氏
名
・
住
所
・
性
別
・
生
年
月
日
の
四

情
報
で
す
が
、
こ
れ
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
加
え
、「
特
定
個
人
情
報
」
と
し
て

取
り
扱
う
も
の
で
す
。
二
点
目
は
、「
影

響
評
価
書
」
を
作
成
し
、
ま
た
特
定
個

人
情
報
を
取
り
扱
う
業
務
範
囲
と
手
順

に
つ
い
て
公
表
す
る
も
の
で
す
。
三
点

目
は
、「
松
茂
町
個
人
情
報
保
護
審
査

会
」
の
機
能
を
拡
大
し
、
特
定
個
人
情

報
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
施
の
際
に
「
意

見
を
聴
く
も
の
」
と
す
る
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
施
行
さ
れ
る
の
で

条
例
を
改
正
す
る
の
で
す
か
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
運
用
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
特
定
個
人
情
報
を
保

護
す
る
た
め
に
影
響
評
価
書
の
作
成

松
茂
町
個
人
情
報
保
護

条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

こ
と
で
対
応
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

②
自
衛
官
や
警
官
の
方
へ
の
再
就
職
先

の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
は
、
特
に
こ

れ
ら
職
業
の
方
に
限
る
こ
と
な
く
、

全
て
の
求
職
者
に
対
し
て
、
平
等

に
情
報
提
供
す
る
体
制
を
整
備
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

  

常
任
委
員
会

 

　

 

委
員
長
レ
ポ
ー
ト

　

第
三
回
定
例
会
に
お
け
る

委
員
長
報
告
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
各
会
計
の
補
正
総
額
等
は
、
議
決
の

結
果
及
び
内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
）

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

森
谷　

靖

　

付
託
さ
れ
た
議
案
二
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

本
年
十
月
五
日
か
ら
、「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
本
町
の
業
務
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ

Ａ Ｑ ＰＤＣＡサイクルとは

 PDCAサイクルと
は、業務プロセスの
管理⼿法の⼀つで、
計画(p l a n )→実⾏
(do)→評価(check)→
改善(act)という４段
階の活動を繰り返し
⾏うことで、継続的
にプロセスを改善し
ていく⼿法。
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ト
国
際
交
流
事
業
補
助
金
で
五
十
万
円

の
減
額
補
正
は
決
算
見
込
み
に
よ
る
も

の
で
す
。

　

町
議
会
議
員
選
挙
費
で
百
十
万
二
千

円
と
県
知
事
及
び
県
議
会
議
員
選
挙
費

で
二
十
六
万
九
千
円
の
減
額
補
正
は
、

決
算
見
込
み
に
よ
る
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

最
近
の
報
道
に
よ
る
と
防
災
備
品
保

管
庫
に
鍵
が
か
か
っ
て
い
な
い
た
め

盗
難
が
発
生
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

本
町
は
大
丈
夫
で
す
か
。

　

現
在
、
管
理
し
て
い
る
備
蓄
物
資
等

は
鍵
の
あ
る
施
設
等
で
保
管
を
し
て

い
ま
す
の
で
、
盗
難
の
心
配
は
あ
り

ま
せ
ん
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

一
森　

敬
司

　

付
託
さ
れ
た
議
案
五
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
地
方
公
営
企

業
会
計
制
度
が
改
正
さ
れ
、
新
会
計
制

度
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
補
助
金

等
に
よ
り
取
得
し
た
固
定
資
産
の
償
却

に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五
年
度
以
前
の

該
当
分
を
一
括
整
理
す
る
た
め
に
収
益

化
分
を
資
本
金
に
組
み
入
れ
、
処
分
す

る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
農
林
水
産
業
費
県
補
助
金
で

二
百
四
十
一
万
五
千
円
の
増
額
補
正
は
、

と
く
し
ま
明
日
の
農
林
水
産
業
づ
く
り

事
業
補
助
金
と
し
て
、
農
協
が
実
施
す

る
事
業
の
県
補
助
金
で
す
。

　

雑
入
で
三
百
五
十
六
万
七
千
円
は
、

公
共
下
水
道
特
別
会
計
及
び
農
業
集

落
排
水
特
別
会
計
の
平
成
二
十
六
年

度
決
算
に
よ
り
一
般
会
計
に
返
納
す

る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
農
業
振
興
費
で
二
百
五
十

九
万
三
千
円
の
増
額
補
正
は
、
と
く

し
ま
明
日
の
農
林
水
産
業
づ
く
り
事

業
補
助
金
の
補
正
で
す
。
こ
れ
は
農

協
が
事
業
主
体
と
な
る
農
協
集
出
荷

施
設
増
築
事
業
と
ネ
ギ
皮
む
き
機
購

入
事
業
に
対
し
て
の
補
助
金
で
す
。

　

農
地
費
で
三
百
万
円
の
増
額
補
正

は
、
中
須
入
江
川
樋
門
の
開
閉
装
置

が
故
障
し
た
た
め
補
修
工
事
を
行
う

も
の
で
す
。
土
木
事
業
費
で
一
千
百

六
十
万
円
の
増
額
補
正
は
、
豊
中
地

区
の
農
業
用
用
排
水
路
壁
を
補
修
等

す
る
も
の
で
す
。
繰
出
金
で
公
共
下

水
道
特
別
会
計
操
出
金
二
百
五
十
万

円
は
下
水
道
管
理
費
の
修
繕
費
に
充

て
る
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

農
業
振
興
費
の
農
協
へ
の
補
助
金
は
、

鳴
門
市
と
の
関
係
は
ど
う
し
て
い
る

の
で
す
か
。

こ
の
た
び
の
補
助
金
は
、
利
用
者
が

松
茂
町
の
組
合
員
し
か
利
用
し
な
い
こ

と
か
ら
松
茂
町
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

中
須
入
江
川
樋
門
の
補
修
工
事
を
補

正
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
古
く

な
っ
て
い
る
が
、
今
後
ど
う
取
り
組

む
の
で
す
か
。

全
体
的
な
改
修
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

徳
島
県
の
農
林
事
業
と
し
て
要
望
し

て
い
ま
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
二
百
七
十
七
万
七
千
円
を
追
加

し
、
補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
一
千
四

百
六
十
九
万
八
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

や
審
査
会
の
機
能
の
拡
大
を
図
る
な

ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
運
用
に

あ
わ
せ
た
形
で
の
条
例
改
正
を
行
っ

た
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
二

千
七
百
九
十
八
万
三
千
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
総
額
を
六
十
一
億
八
千
三
百

六
十
六
万
四
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
県
支
出
金
の
総
務
費
県
委
託

金
で
四
十
一
万
七
千
円
を
増
額
補
正
は
、

四
月
に
実
施
し
た
県
知
事
選
挙
及
び
県

議
会
議
員
選
挙
委
託
金
の
確
定
に
よ
る

も
の
で
す
。

　

前
年
度
繰
越
金
で
八
百
七
十
三
万
一

千
円
の
増
額
補
正
は
、
こ
の
度
の
補
正

に
お
け
る
一
般
財
源
と
し
て
計
上
す
る

も
の
で
す
。

　

次
に
、
歳
出
の
総
務
費
、
一
般
管
理

費
の
委
託
料
で
百
七
十
二
万
八
千
円
の

増
額
補
正
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等
対
応

例
規
整
備
支
援
業
務
の
委
託
料
を
増
額

す
る
も
の
で
す
。

　

国
際
交
流
ま
ち
づ
く
り
事
業
費
で
百

七
十
万
八
千
円
の
減
額
補
正
は
、
夢
フ

ラ
イ
ト
国
際
交
流
事
業
中
学
生
派
遣
補

助
金
で
百
二
十
万
八
千
円
と
夢
フ
ラ
イ

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）
所
管
分

Ａ Ｑ

平
成
二
十
六
年
度
松
茂

町
水
道
特
別
会
計
未
処

分
利
益
剰
余
金
の
処
分

に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）
所
管
分

平
成
二
十
七
年
度
松
茂
町

長
原
渡
船
運
行
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
号
）

Ａ ＱＡ Ｑ



まつしげ町議会だより　2015.12　第62号９

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
五
百
三
十
一
万
九
千
円
を
追
加

し
、
補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ

れ
五
億
五
千
百
九
十
五
万
二
千
円
と
す

る
も
の
で
す
。
歳
入
の
一
般
会
計
繰
入

金
で
二
百
五
十
万
円
の
増
額
補
正
は
歳

出
の
財
源
に
充
て
る
も
の
で
す
。
繰
越

金
で
二
百
八
十
一
万
九
千
円
の
増
額
補

正
は
、
平
成
二
十
六
年
度
の
決
算
に
よ

る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
公
共
下
水
道
管
理
費
で
二
百

五
十
万
円
の
増
額
補
正
は
、
長
原
真
空

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
修
繕
費
に
充
て
る
も

の
で
す
。
返
還
金
で
二
百
八
十
一
万
九

千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
六
年

度
決
算
に
伴
い
前
年
度
繰
越
金
を
一
般

会
計
に
返
還
す
る
も
の
で
す
。

　

八
月
末
日
の
接
続
状
況
に
つ
い
て
は
、

公
共
汚
水
ま
す
設
置
戸
数
一
千
百
戸
に

対
し
て
、
接
続
完
了
戸
数
は
五
百
九
十

二
戸
で
接
続
率
は
五
三
・
八
％
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

真
空
ポ
ン
プ
の
修
繕
料
を
補
正
し
て

い
る
が
、
工
事
の
保
証
期
間
は
あ
り

ま
す
か
。

か　

し
瑕
疵
期
間
と
し
て
一
年
間
あ
り
ま
す
。

○
そ
の
他
に
お
い
て
次
の
質
疑
が
あ
り

ま
し
た
。

水
道
の
石
綿
管
の
更
新
は
い
つ
ご
ろ

完
了
す
る
の
で
す
か
。

平
成
三
十
二
年
度
ご
ろ
ま
で
に
完
了

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

下
水
道
事
業
は
町
財
政
に
占
め
る
ウ

エ
ー
ト
は
大
き
い
、
そ
の
た
め
に
は

接
続
率
を
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る

の
で
す
か
。

公
共
下
水
道
の
加
入
促
進
に
関
し
て

は
、
平
成
二
十
一
年
度
の
供
用
開
始

時
か
ら
受
益
者
サ
ポ
ー
タ
ー
を
民
間

委
託
し
て
加
入
促
進
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

教
育
民
生
常
任
委
員
会

委
員
長　

佐
藤　

富
男

　

付
託
さ
れ
た
議
案
五
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

本
年
十
月
五
日
か
ら
、「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
通

知
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交

付
手
数
料
を
条
例
で
定
め
る
も
の
で
す
。

　

改
正
の
主
な
内
容
は
、
通
知
カ
ー
ド

の
再
交
付
手
数
料
を
一
件
五
百
円
、
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交
付
手
数
料
を
一

件
八
百
円
と
定
め
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、通
知
カ
ー
ド
、個
人
番
号
カ
ー

ド
は
と
も
に
当
初
の
交
付
手
数
料
に
つ

い
て
は
無
料
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
手
続
は
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

十
月
中
旬
以
降
と
な
り
ま
す
が
、
各

世
帯
に
通
知
カ
ー
ド
が
世
帯
ご
と
に

簡
易
書
留
で
郵
送
さ
れ
ま
す
。
そ
の

中
に
申
請
書
も
同
封
さ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
そ
の
申
請
書
に
写
真
を
貼

り
、
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
で

申
請
を
し
て
い
た
だ
く
か
、
も
し
く

は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
顔
写
真
を
撮

影
し
、
所
定
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら
オ
ン

ラ
イ
ン
で
申
請
で
き
ま
す
。

　

歳
入
の
児
童
福
祉
費
負
担
金
で
二
百

八
十
九
万
二
千
円
と
幼
稚
園
使
用
料
で

六
十
四
万
三
千
円
の
減
額
補
正
で
す
。

こ
れ
は
、
少
子
化
対
策
と
し
て
本
町
が

本
年
四
月
に
さ
か
の
ぼ
り
、
多
子
世
帯

の
軽
減
を
十
八
歳
未
満
の
子
ど
も
が
三

人
以
上
い
る
同
一
の
世
帯
で
第
三
子
以

降
の
幼
稚
園
、
保
育
料
を
無
料
と
す
る

歳
入
の
繰
越
金
で
二
百
七
十
七
万
七
千

円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
六
年
度

の
決
算
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
長
原
渡
船
管
理
費
で
十
一
万

一
千
円
は
、
備
品
購
入
費
に
充
て
、
予

備
費
の
二
百
六
十
六
万
六
千
円
は
、
補

正
予
算
の
残
額
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
七
十
四
万
八
千
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
一
億
百
三
十

一
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。
歳
入
の
繰

越
金
で
七
十
四
万
八
千
円
の
増
額
補
正

は
、
平
成
二
十
六
年
度
の
決
算
に
よ
る

も
の
で
す
。

　

歳
出
の
返
還
金
で
七
十
四
万
八
千
円

の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
六
年
度
決

算
に
伴
い
前
年
度
繰
越
金
を
一
般
会
計

に
返
還
す
る
も
の
で
す
。

　

八
月
末
日
の
接
続
状
況
に
つ
い
て
は
、

長
岸
地
区
、中
喜
来
地
区
、北
川
向
地
区
、

の
三
地
区
の
合
計
は
三
百
九
戸
で
接
続

率
は
約
七
二
％
で
す
。

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
公
共
下
水
道
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

Ａ ＱＱ

Ａ ＡＱ

Ａ Ｑ

平
成
二
十
七
年
度
松
茂
町

農
業
集
落
排
水
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）
所
管
分

松
茂
町
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
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ま
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
千
七
百
五
十
五
万

七
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
九
億
三

千
七
百
七
十
一
万
七
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。
繰
入
金
の
一
般
会
計
繰
入
金
で

八
十
二
万
九
千
円
の
増
額
補
正
は
、
歳

出
の
人
件
費
を
増
額
す
る
財
源
と
し
て
、

一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
る
も
の
で
す
。

繰
越
金
の
前
年
度
繰
越
金
一
千
六
百
六

十
七
万
四
千
円
の
増
額
補
正
は
、
歳
出

の
増
額
補
正
分
で
平
成
二
十
六
年
度
実

績
に
伴
う
返
還
金
の
財
源
に
充
て
る
も

の
で
す
。

　

歳
出
の
総
務
費
、
一
般
管
理
費
で
八

十
二
万
九
千
円
の
増
額
補
正
は
、
臨
時

職
員
を
雇
用
す
る
費
用
で
す
。
諸
支
出

金
の
償
還
金
一
千
六
百
七
十
二
万
八
千

円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
六
年
度

の
精
算
に
よ
る
超
過
交
付
分
の
返
還
金

で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
百
十
万
八
千
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
億
五
千
百
七
十

六
万
二
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。
歳
入

の
繰
越
金
で
二
千
百
十
万
八
千
円
の
増

額
補
正
は
、
今
回
の
補
正
の
財
源
に
充

て
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
償
還
金
で
二
千
百
十
万
八
千

円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
六
年
度

の
精
算
に
よ
る
超
過
交
付
分
の
返
還
金

で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
百
六
十
七
万
七
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
四
千
七
百

六
十
八
万
九
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
の
事
務
費
繰
入
金
で
七
十
二
万
三

千
円
の
増
額
補
正
は
、
歳
出
の
人
件
費

を
増
額
す
る
財
源
と
し
て
、
一
般
会
計

か
ら
繰
り
入
れ
る
も
の
で
す
。
繰
越
金

と
し
て
平
成
二
十
六
年
度
決
算
に
よ
り
、

繰
越
金
が
確
定
し
た
こ
と
に
伴
い
、
一

般
会
計
へ
返
還
を
す
る
た
め
、
二
百
九

十
五
万
四
千
円
を
増
額
補
正
し
、
歳
出

の
一
般
会
計
繰
入
金
返
還
金
で
同
額
を

こ
と
に
よ
る
減
額
で
す
。
県
支
出
金
の

児
童
福
祉
費
補
助
金
の
う
ち
、
阿
波
っ

こ
は
ぐ
く
み
保
育
料
助
成
事
業
費
補
助

金
で
四
百
四
十
三
万
五
千
円
の
増
額
補

正
は
、
前
記
の
多
子
世
帯
に
対
す
る
町

の
取
り
組
み
に
対
し
て
県
か
ら
の
補
助

金
で
す
。
総
務
費
国
庫
補
助
金
四
十
八

万
五
千
円
の
増
額
補
正
は
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
等
交
付
事
務
費
補
助
金
で
す
。

雑
入
の
介
護
保
険
特
別
会
計
繰
越
金
返

納
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

繰
越
金
返
納
金
は
、
平
成
二
十
六
年
度

の
精
算
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費
で
四

十
六
万
円
の
増
額
補
正
は
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
等
の
交
付
事
務
の
た
め
の
臨
時

職
員
を
雇
用
す
る
費
用
で
す
。
老
人
福

祉
費
で
百
四
十
六
万
二
千
円
の
増
額
補

正
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
途
中
入
所

に
よ
る
費
用
で
す
。
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
へ
の
操
出
金
は
、
一
般
管
理
費
の
人

件
費
の
増
額
補
正
に
充
て
る
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

歳
入
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
交
付
事

務
費
補
助
金
の
算
定
根
拠
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

国
か
ら
本
町
に
対
し
て
概
算
交
付
の

た
め
、
そ
の
算
定
に
つ
い
て
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
完
了
後
に
精
算
さ
れ

Ａ Ｑ

平
成
二
十
七
年
度
松
茂

町
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
二
号
）

平
成
二
十
七
年
度
松
茂
町

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
七
年
度
松
茂
町

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
六
年
度

各
会
計
の
決
算
を
認
定

平
成
二
十
六
年
度

各
会
計
の
決
算
を
認
定

平
成
二
十
六
年
度

各
会
計
の
決
算
を
認
定

監
査
委
員

・
日
根
啓
一

・
藤
枝
善
則

決
算
審
査
結
果

増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
か
ら
「
教

育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の

状
況
の
点
検
及
び
評
価
報
告
書
」
を
、

議
会
に
提
出
し
た
と
の
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

　

決
算
審
査
は
、
議
会
が
決
定
し
た
予

算
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
と
と
も
に
、
住
民
に
代

わ
っ
て
行
政
効
果
を
検
証
す
る
も
の
で

す
。

　

町
長
か
ら
監
査
委
員
の
意
見
を
つ
け

て
提
出
さ
れ
た
八
会
計
の
決
算
認
定
は
、

第
三
回
定
例
会
に
お
い
て
全
て
が
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

決
算
審
査
の
結
果

　

平
成
二
十
六
年
度
一
般
会
計
及
び
特

別
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
書
に
つ
い
て
、

関
係
諸
帳
簿
、
証
拠
書
類
等
と
照
合
し

た
結
果
、
収
支
計
数
は
正
確
で
あ
り
、

予
算
の
執
行
に
つ
い
て
も
適
正
な
も
の

と
認
め
ま
す
。
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現
年
分
、
滞
納
繰
越
分
と
も
に
差
し

押
え
等
の
滞
納
処
分
も
含
め
徴
収
向

上
対
策
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
公
平
性

と
歳
入
確
保
の
た
め
に
、
な
お
一
層

の
努
力
を
期
待
し
ま
す
。

　
　

保
育
料
、
町
営
住
宅
使
用
料
、
幼

稚
園
使
用
料
、
給
食
費
等
に
つ
い
て
、

過
年
度
滞
納
が
見
ら
れ
ま
す
。
公
平

性
と
歳
入
確
保
の
た
め
、
引
き
続
き

徴
収
努
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

財
政
の
硬
直
化
を
示
す
経
常
収
支

比
率
は
七
七
・
六
％
と
前
年
度
よ
り

〇
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
八

〇
％
を
下
回
っ
て
お
り
、
良
好
な
傾

向
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

依
然
と
し
て
厳
し
い
財
政
運
営
に
な

る
の
で
、
経
常
支
出
を
抑
制
し
、
経

常
収
支
比
率
七
五
％
を
目
指
し
て
、

引
き
続
き
財
政
の
健
全
化
に
一
層
努

力
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
保
険
税

の
収
納
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
年
度

に
比
べ
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
収
入
未
済
額
は
滞
納

繰
越
分
が
滞
留
し
て
い
る
た
め
増
加

し
て
い
ま
す
。
本
年
四
月
の
機
構
改

革
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課

徴
収
業
務
を
税
務
課
に
統
合
し
て
、

町
税
と
と
も
に
効
率
的
な
執
行
を
し

て
い
る
と
聞
き
、
厳
正
・
的
確
な
滞

納
整
理
を
実
施
し
、
滞
納
繰
越
分
の

圧
縮
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
増
え
続
け
る
医
療
費
の
抑

制
を
図
る
た
め
、
健
康
増
進
事
業
の

　

決
算
審
査
で
付
さ
れ
た
意
見

　

た
だ
し
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、

一
層
の
努
力
を
望
み
ま
す
。

⑴
一
般
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
歳

入
に
お
い
て
前
年
度
よ
り
約
四
千
二

百
万
円
、
〇
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
、
歳

出
は
約
二
千
六
百
万
円
、
〇
・
五
ポ

イ
ン
ト
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
各
年

度
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
事
業
等
に

よ
り
増
減
は
あ
り
ま
す
が
、
平
成
二

十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
歳
入
の
増

加
が
歳
出
の
増
加
を
〇
・
二
ポ
イ
ン

ト
上
回
っ
て
お
り
ま
す
。
実
質
収
支

額
は
六
千
三
百
二
十
万
六
百
十
一
円

（
前
年
度
六
千
百
八
十
四
万
五
千
三

百
九
十
八
円
）
の
対
前
年
比
増
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
厳
し
い
財
政
事

情
の
中
、
今
後
と
も
適
正
で
効
率
的

な
歳
入
の
確
保
に
努
め
、
限
ら
れ
た

経
費
で
大
き
な
効
果
が
上
げ
ら
れ
る

よ
う
積
極
的
に
各
種
事
業
を
展
開
し

て
く
だ
さ
い
。

　
　

町
税
に
つ
い
て
は
、
約
三
千
二
百

万
円
の
減
収
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

徴
収
率
は
、
九
八
・
三
二
％
（
前
年

度
九
八
・
二
八
％
）
と
、
県
下
で
は

最
高
位
の
高
い
徴
収
率
が
維
持
で
き

て
い
ま
す
。
経
済
情
勢
が
厳
し
い
中

徴
収
が
難
し
い
状
況
で
あ
り
ま
す
が
、

推
進
等
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

⑶
介
護
保
険
特
別
会
計
の
保
険
料
の
収

納
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
年
に
比
べ

〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
減
と
な
っ
て
い
ま

す
。
引
き
続
き
徴
収
率
向
上
に
努
力

平成 25 年度 5,650,715,370 5,569,942,972 80,772,398 18,927,000 61,845,398

平成 26 年度 5,692,603,223 5,595,988,612 96,614,611 33,414,000 63,200,611

平成 25 年度 1,619,037,315 1,527,727,182 91,310,133  91,310,133

平成 26 年度 1,725,514,224 1,620,225,555 105,288,669  105,288,669

平成 25 年度 975,773,944 954,508,607 21,265,337  21,265,337

平成 26 年度 1,016,106,730 981,230,848 34,875,882  34,875,882

平成 25 年度 148,498,708 147,019,321 1,479,387  1,479,387

平成 26 年度 143,867,946 140,913,600 2,954,346  2,954,346

平成 25 年度 14,458,482 11,334,158 3,124,324  3,124,324

平成 26 年度 14,703,274 11,585,273 3,118,001  3,118,001

平成 25 年度 104,272,687 103,858,816 413,871  413,871

平成 26 年度 104,422,090 103,673,373 748,717  748,717

平成 25 年度 498,924,204 494,511,571 4,412,633 2,331,000 2,081,633

平成 26 年度 526,865,149 524,045,209 2,819,940  2,819,940

平成 25 年度 305,108,615 253,719,365 51,389,250  51,389,250

平成 26 年度 374,072,080 338,412,290 35,659,790  35,659,790

認定第１号
一 般 会 計

認定第 2号
国民健康保険
特 別 会 計

認定第 3号
介 護 保 険
特 別 会 計

認定第 4号
後期高齢者医療
特 別 会 計

認定第 5号
長原渡船運行
特 別 会 計

認定第 6号
農業集落排水
特 別 会 計

認定第 7号
公 共 下 水 道
特 別 会 計

認定第 8号
水道特別会計
（収益的収入及び支出）

  差し引き 翌年度へ繰り歳入総額 歳出総額    実質収支額    繰越額 越すべき財源

認定第 1号から第 8号までの各会計歳入歳出決算認定 （単位：円）
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編 

集 

後 

記

　

去
る
十
月
十
一
日
、
松
茂
町
民
グ
ラ

ウ
ン
ド
で
「
第
五
十
回
松
茂
町
民
運
動

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

表
紙
の
写
真
は
、
子
供
会
パ
レ
ー
ド

の
様
子
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
会
が

趣
向
を
凝
ら
し
、
こ
の
日
の
た
め
に
一

生
懸
命
つ
く
っ
た
お
み
こ
し
な
ど
を
担

い
で
歩
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
地
区
対
抗
の
競
技
で
は
、
家

族
や
知
り
合
い
の
奮
闘
ぶ
り
に
場
内
の

あ
ち
こ
ち
か
ら
歓
声
が
上
が
り
、
ま
さ

に
地
域
町
民
が
一
体
と
な
っ
た
運
動
会

で
し
た
。

　

町
民
運
動
会
は
、
今
回
で
開
催
第
五

十
回
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。
皆
さ
ん

が
一
年
間
健
康
で
過
ご
さ
れ
、
ぜ
ひ
来

年
度
も
元
気
に
参
加
し
て
ほ
し
い
も
の

で
す
。

　

町
議
会
と
し
て
、
町
民
の
皆
さ
ん
が

健
康
で
安
心
し
て
過
ご
せ
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
議
会
広
報
特
別
委
員
会

委
員
長　

佐
藤
道
昭

副
委
員
長　

原
田
幹
夫

委
員　

佐
藤
禎
宏

委
員　

板
東
絹
代

委
員　

鎌
田
寛
司

　

健
全
化
判
断
比
率
及
び

　
　
　
　

資
金
不
足
比
率
の
報
告

　

財
政
状
況
の
基
準
を
示
す
数
値
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
良
好
な
数
値
が
維
持
さ
れ

て
お
り
、
財
政
が
極
め
て
健
全
な
自
治

体
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
す
。

全
員
協
議
会
報
告

　

平
成
二
十
七
年
九
月
四
日
、
議
員
全

員
、
町
長
初
め
担
当
課
職
員
出
席
の
も

と
、
町
づ
く
り
に
関
わ
る
重
要
事
項
に

つ
い
て
協
議
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
主

な
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
概
要
と
今
後

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
松
茂
町
の
取
り
組

み
、
特
定
個
人

情
報
保
護
評
価

に
つ
い
て
、
条

例
・
規
則
等
の

改
正
方
針
に
つ

い
て
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　

し
て
く
だ
さ
い
。
今
後
も
財
源
を
確

保
し
、
制
度
の
円
滑
な
運
営
に
努
め

て
く
だ
さ
い
。

⑷
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
社
会
が
ま
す

ま
す
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
社
会

状
況
で
あ
る
の
で
、
高
齢
者
の
健
康

維
持
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

⑸
長
原
渡
船
運
行
特
別
会
計
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
良
好
な
運
営
が
で
き
て

お
り
、
引
き
続
き
渡
船
の
安
全
運
行

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

⑹
農
業
集
落
排
水
と
公
共
下
水
道
特
別

会
計
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
り

公
債
費
の
償
還
が
続
き
、
一
般
会
計

か
ら
の
繰
出
金
が
継
続
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
本
町
の
財
政
環
境
に

非
常
に
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
加
入
促
進
に
努

め
、
長
期
的
な
継
続
事
業
と
し
て
、

効
果
の
高
い
計
画
的
な
事
業
の
遂
行

を
望
み
ま
す
。

⑺
水
道
特
別
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

健
全
な
経
営
が
で
き
て
お
り
、
水
道

料
金
の
収
納
率
も
良
好
で
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
引
き
続
き
配
水

管
及
び
石
綿
管
の
布
設
替
え
を
実
施

し
、
安
全
な
水
が
安
定
的
に
供
給
さ

れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

　

徳
島
県
が
分
譲
・
貸
付
を
進
め
て
い

る
臨
空
用
地
に
つ
い
て
、
進
出
企
業
を

募
集
し
た
結
果
、
空
港
支
援
等
施
設
用

地
で
一
社
の
進
出
企
業
が
決
定
し
ま
し

た
。
運
輸
、
卸
売
、
倉
庫
業
な
ど
を
対

象
と
し
た
流

通
施
設
用
地

一
区
画
に
つ

い
て
は
応
募

が
な
か
っ
た

た
め
、
再
募

集
を
行
っ
て

い
る
と
い
う

説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

　

前
回
報
告
以
降
に
実
施
し
た
保
護

者
・
保
育
所
職
員
に
対
す
る
説
明
会
及

び
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
そ
の
結
果
、
ま

つ
し
げ
保
育
所
民
営
化
選
定
委
員
会
で

の
協
議
内
容
等
保
育
所
民
営
化
に
向
け

て
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に

つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に

つ
い
て

徳
島
阿
波
お
ど
り
空
港
臨

空
用
地
へ
の
企
業
の
進
出

状
況
に
つ
い
て

徳
島
阿
波
お
ど
り
空
港
臨

空
用
地
へ
の
企
業
の
進
出

状
況
に
つ
い
て

保
育
所
民
営
化
の
募
集

状
況
等
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て

保
育
所
民
営
化
の
募
集

状
況
等
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て


